
【募集代理店】

MLJ(STDG)16030115MGAI-660020-1602

【引受保険会社】

受付時間 9:00～17:00（土日祝・12/31～1/3は除く）
投資型商品カスタマーセンター 0120-925-008

本社：〒163-1430 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
   東京オペラシティタワー30階
ホームページ：www.manulife.co.jp

●この保険にご契約いただくか否かが、取扱金融機関におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●この保険はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。このため、預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象では
ありません。

●法令にもとづき、お客さまの「お勤め先」や「取扱金融機関への事業のための融資お申し込み状況」により、取扱金融機関でお申し込みいただけない場
合があります。

〔金融機関を募集代理店とする場合のお客さまへのご説明事項〕

募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客さまとマニュライフ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の代理権はあり
ません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。
なお、お客さまが生命保険募集人の権限等に関しまして確認をご希望される際には、ご遠慮なく下記のマニュライフ生命 投資型商品カスタマーセン
ターまでご連絡ください。

ご契約の検討・申し込みに際しての重要な事項は、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」に
記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等については、｢ご契約のしおり／約款」にてご確認く
ださい。

●マニュライフ生命保険株式会社は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られるこ
とがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構まで
お問い合わせください。

〔生命保険契約者保護機構について〕

T E L : 03-3286-2820 ［月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時～正午、午後1時～午後5時］
ホームページ : http://www.seihohogo.jp/生命保険契約者保護機構

厳選した「外貨」でしっかりふやす。そして、受けとる。　 
あなたの未来をしっかりとサポートする年金保険がここにあります。

外貨建定額個人年金保険

商品パンフレット

平成28年5月



●この保険は外貨で運用するため、保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、保険料の払込通貨と年金・死亡給付金等をお支払い する通貨が異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、年金の支払総額や死亡給付金額等を保険料の払込通
貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払い込みいただいた金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。為替相場の 変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
●この保険は、市場金利に応じた運用資産（債券等）の価格変動を解約返戻金額および年金の一括支払による支払金額に反映させま す（市場価格調整）。また、ご契約日からの経過年数等に応じた解約控除がかかります。したがって、解約返戻金額＊または年金の一括
支払による支払金額とすでに支払事由の生じた年金の合計額との総額＊が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれ があります。

年金の合計額は、年金原資（契約通貨建）の110％または130％
のいずれかを最低保証します。
※年金の合計額として年金原資（契約通貨建）の110％または130％のいずれかを最低保証するのは、
保証金額（被保険者の生死にかかわらずお支払いする年金の合計額）に到達するまで年金をお支払
いした場合です。

＊一部解約をしていた場合は、その解約返戻金額との合計額

※「終身年金プラン」とは、主契約に「年金支払総額保証付終身年金特約」および「即時払年金特則」を付加したお
取り扱いになります。

※「目標設定プラン」とは、主契約に「円建年金移行特約」を付加したお取り扱いになります。
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＊1 円換算一時払保険料は、保険料の払込通貨で払い込まれた金額（保険料の払込通貨と契約通貨が同じ場合は一時払保険
料）に、マニュライフ生命が受領した日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを乗じて円換算した金額です。なお、
保険料の払込通貨が円の場合は、お払い込みいただいた金額になります。



「年金」についての詳細は P.9 「年金のお支払い方法」をご覧ください。

●年金の合計額として年金原資（契約通貨建）の110％または130％を最低保証するのは、保証金額に到達す
るまで年金をお支払いした場合です。年金の一括支払を行った場合、年金の一括支払による支払金額に最低
保証はありませんので、保証金額や一時払保険料を下回ることがあります。
●外貨でお支払いする年金に源泉徴収税額が発生する場合、その税額を年金額から差し引くため、終身年金で
お受け取りになる年金の合計額が年金原資（契約通貨建）の110％または130％を下回ることがあります。

年金の合計額は、年金原資（契約通貨建）の
110％または130％のいずれかを最低保証します。

※年金の合計額として保証金額（被保険者の生死にかかわらずお支払いする年金の合計額）を保証します。保証金額が、ご契約
時に選択いただいた年金原資（契約通貨建）の110％または130％を下回ることはありません。

※ご契約後に年金支払総額保証割合を変更することはできません。

※「年金支払総額保証割合（110％または130％）÷年金額算出率」は、年金の合計額が保証金額に達するまでにかかる年数を
表し、小数点第1位以下を切り上げます。

＊ 年金額算出率は、積立利率等に基づき、原則として毎月2回（1日と16日）に設定され、ご契約日に定められた年金額算出率
が適用されます（ご契約日に定められた年金額算出率が変更されることはありません）。契約通貨や被保険者の性別、年金
支払開始年齢、年金支払総額保証割合に応じて異なります。

※年金原資は、ご契約日の一時払保険料相当額（基本保険金額）と同額になります。

●ご契約時に、保証金額を計算するための年金支払総額保証割合を110％または130％のい
ずれかから選択いただけます。

●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合でも、年金の合計額が保証金額に達
するまで、年金受取人に年金をお支払いします。

保証金額 ＝ 年金額 × ｛ 年金支払総額保証割合（110％または130％） ÷ 年金額算出率 ｝
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▲
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65歳男性  各契約通貨   の積立利率が、米ドル：年1.53％／豪ドル：年1.32％の場合例

年金支払総額保証割合

年金額

年金の合計額が保証金額
に達するまでの年数

一時払保険料の

110％

4.09％

27年

一時払保険料の

130％

2.97％

44年

一時払保険料の

110％

4.28％

26年

一時払保険料の

130％

3.36％

39年

豪ドル米ドル

円

米ドル

ユーロ

豪ドル

ニュージー
ランドドル

5種類の通貨から
いずれかを選択し
入金できます



※年金支払総額保証割合が110％と130％の場合では、年金額算出率が異なるため、年金額が
異なります。

終身年金プランの場合は、ご契約日が年金支払開始日となるため、死亡給付金のお取り扱いはあり
ません。

●指定代理請求人について
・年金受取人が被保険者の場合、契約者（年金支払開始日以後は年金受取人）は、所定の範囲内で1人を指定代理請求人にあ
らかじめ指定することができます。

・年金受取人が傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない場合等に、指定代理請求人は、年金受取人の代理
人として年金を請求することができます。

※契約者が法人の場合、指定代理請求人を指定できません。

●後継年金受取人について
・契約者（年金支払開始日以後は年金受取人）は、年金受取人が年金支払開始日以後にお亡くなりになった場合の新たな年金
受取人（後継年金受取人）をあらかじめ指定することができます。



諸 費 用

※終身年金プランの場合は、ご契約日が年金支払開始日となるため、解約・一部解約のお取り扱いはありません。

※解約控除に関するくわしい内容については、「契約締結前交付書面（契約概要/注意喚起情報）」および「ご契約のしおり/約款」に記載しておりま
すのでご覧ください。
※円建年金への移行が行われる場合の解約返戻金額の計算の際、解約控除をご負担いただきます。
※円建年金への移行後の解約・一部解約時および円建の確定年金の年金の一括支払時に解約控除のご負担はありません。

年金の一括支払の具体例については、契約締結前交付書面（契約概要/注意喚起情報）の7ページに記載しており
ますので、あわせてご覧ください。

※平成28年5月現在。外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。

●一時払保険料を外貨でお払い込みいただく際に、取扱金融機関への振込手数料をご負担いただく場合があります。
●年金や死亡給付金等を外貨でお受け取りの際には、金融機関により手数料（リフティングチャージ等）をご負担い
ただく場合があります（くわしくは取扱金融機関にご確認ください）。
●つぎの①～④の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値（TTM）＊との差額は、為替手数料として通
貨交換時にご負担いただきます。また、⑤の場合、保険料の払込通貨を下表の為替レートを用いて契約通貨に変更
しますので費用が発生します。なお、保険料の払込通貨の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）＊との差額は、為替手
数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「保険料円入金特約A型」を付加し、一時払保険料を円でお払い込みいただく場合
②「円支払特約A型」を付加し、年金や死亡給付金等を円でお支払いする場合
③「円支払特約A型」を付加し、解約返戻金を円でお支払いする場合
④「円建年金移行特約」を付加し、円建年金への移行に際して解約返戻金額を円に換算する場合
⑤「保険料米ドル入金特約A型」等を付加し、一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払い込みいただく場合

①   「保険料円入金特約A型｣の為替レート
②
③

項目 米ドル 豪ドル
契約通貨

契約通貨のTTM ＋ 50銭

契約通貨のTTM － 50銭
      「円支払特約A型｣の為替レート

契約通貨のTTM － 1銭 契約通貨のTTM － 3銭

④   「円建年金移行特約｣の為替レート 契約通貨のTTM － 50銭
⑤   「保険料米ドル入金特約A型｣等の為替レート （ 契約通貨のTTM ） ÷ （ 保険料の払込通貨のTTM － 50銭 ）

この保険には、保険関係費がかかります。そのほか、解約・一部解約時および終身年金の年金の一括支払時に解約控除、円建年
金への移行後の年金支払期間中には年金管理費がかかります。また、外貨のお取り扱いによる費用がかかる場合があります。



「毎年の年金支払日（第１回の年金のお支払いを年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌
日とする場合は、第1回の年金については、その日）」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付け
た日の翌営業日」のいずれか遅い日

「年金支払開始日（第１回の年金のお支払いを年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日とす
る場合は、その日）」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日の翌営業日」のいずれか遅い日

＊1 税率20.315％は、復興特別所得税が付加された税率です。
＊2 終身年金プランの場合は、ご契約日が年金支払開始日となるため、解約・一部解約のお取り扱いはありません。

※終身年金プランの場合は、ご契約日が年金支払開始日となるため、死亡給付金のお取り扱いはありません。

※契約者と年金受取人が相違する場合、年金支払開始時に贈与税の対象となります。

税務上のお取り扱いについては、平成28年3月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。
なお、源泉徴収税が発生する場合、所得税に復興特別所得税が併せて徴収されます。
個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。

＊1 TTMとは対顧客電信売買相場の仲値、TTBとは対顧客電信買相場のことをいいます。
＊2 「保険料米ドル入金特約A型」等を付加し、一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払い込みいただいた場合、一時払保険料は、そのお

払い込みいただいた金額を保険料受領日におけるTTMを用いて円に換算した金額が基準となります。また、「保険料円入金特約A型」を
付加し、一時払保険料を円でお払い込みいただいた場合、一時払保険料はそのお払い込みいただいた金額が基準となります。

＊3 第１回の年金のお支払いを年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日とする場合は、第1回目の年金については、その日となります。



●積立利率、年金額算出率等の利率、「保険料米ドル入金特約A型」の為替レート、
　「円支払特約A型」の為替レート　等

保険料のお取り扱い

契約者または被保険者

●「パワー・カレンシー」は、クーリング・オフ（お申し込みの撤回・ご契約の解除）制度の対象です。
●お申込後、ご納得がいかない場合、お申込者または契約者は、ご契約の申込日から申込日を含
めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除をすること
ができます｡これを「クーリング・オフ制度」といい、この場合にはお払い込みいただいた金額を
全額お返しします｡

●ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除は、書面（封書）により上記の期間内（8日以内
の消印有効）にマニュライフ生命の本社あてお申し出ください。

年金・死亡給付金・解約返戻金等を、マニュライフ生命の定める為替レートを用いて円でお支払
いする特約です。契約者（第1回の年金のご請求の際または年金支払開始日以後は年金受取人、
死亡給付金のご請求の際は死亡給付金受取人）のお申し出により、付加または解約することが
できます。

※終身年金プランを選択した場合、お申し込みの際の年金受取人は契約者に限ります。

※お返しする通貨が外貨の場合、金融機関により手数料（リフティングチャージ等）をご負担いただく場合
があります（くわしくは取扱金融機関にご確認ください）。

※保険料の払込通貨を重複して選択することはできません。
※保険料の払込通貨が契約通貨と異なる場合、お払い込みいただいた保険料相当額をマニュライフ生命
の定める為替レートを用いて契約通貨建の保険料を計算します。また、契約通貨の一時払保険料の取
扱単位は、米ドルのときは1米ドル、豪ドルのときは1豪ドルとなります。

年１回、契約者（年金支払開始日以後は年金受取人）に郵送します。

お払い込みいただく保険料の最低額および単位は払込通貨に応じてつぎのとおりです。

最低額

取扱単位

40,000米ドル

100米ドル

40,000豪ドル

100豪ドル

40,000ニュージーランドドル

100ニュージーランドドル

40,000ユーロ

100ユーロ

保険料の払込通貨 米ドル 豪ドル ニュージーランドドル ユーロ
500万円

10,000円

円

最低保険料

最高保険料

20,000米ドル

5億円相当額＊
20,000豪ドル

契約通貨 米ドル 豪ドル

保険料の払込通貨

円

米ドル・豪ドル・
ニュージーランドドル・ユーロ

保険料の払込通貨と
契約通貨が同じ場合

一時払保険料をマニュライフ生命が受領した日におけるマニュライフ生
命の定める為替レート（契約通貨の対顧客電信売買相場の仲値〔TTM〕）
を用いて円換算した金額

保険料の払込通貨と
契約通貨が異なる場合

保険料の払込通貨による払込額をマニュライフ生命が受領した日にお
けるマニュライフ生命の定める為替レート（保険料の払込通貨の対顧客
電信売買相場の仲値〔TTM〕）を用いて円換算した金額

円換算一時払保険料

お払い込みいただいた金額

●ご契約内容・積立金額のご照会 
●積立利率、年金額算出率、「保険料米ドル入金特約A型」の為替レート、
　「円支払特約A型」の為替レート　等
●各種お手続きのご案内
●各種お手続き書類のご請求　等

受付時間 9:00～17:00（土日祝・12/31～1/3は除く）
0120-925-0080120-925-008




